
亀 山 市 規 則 第 １ ６ 号  

 

亀 山 市 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

亀山市職員の住居手当に関する規則（平成１７年亀山市規則第２１

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 に お け る 届 出 の 特 例 ）  

３  令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 に お い て 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 （ 令 和 元 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ７ 号 ） 附 則 第 ６ 項 の 規 定 に よ

る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 で あ っ て 、 同 年 ４ 月 １ 日 に お い

て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 を 借 り 受 け 、 家 賃 を 支 払 っ

て い る も の の う ち 、 同 日 に 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山

市 条 例 第 ４ ３ 号 ） 第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 該 当 す る こ と と な る も の に つ

い て は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 に お い て 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に

係 る 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 （ 令 和 元 年 改 正 給 与

条 例 附 則 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 亀

山 市 規 則 第 １ ５ 号 ） 第 ６ 条 に お い て 準 用 す る 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 届 出 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該 届 出 ） を 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

に お い て 支 給 さ れ る こ と と な る 住 居 手 当 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ り

行 わ れ た 届 出 と み な す 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


